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議員報酬、期末手当の
支給停止・不支給条例を可決
議員報酬、期末手当の

支給停止・不支給条例を可決

　

平
成
22
年
第
７
回
議
会
定
例
会
が
12
月
６
日
か
ら
８
日
ま
で
の
３
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
本
会
議
で
は
、
町
長
提
出
の
補
正
予
算
３
議
案
が
原
案
ど
お
り
可
決
し
、
４
議
員
の
一
般

質
問
と
各
委
員
会
の
委
員
長
報
告
を
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
11
月
29
日
に
は
第
６
回
議
会
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
、
町
長
提
出
の
条
例
３
議
案
と
議
員

提
出
の
条
例
１
議
案
が
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

平成22年
第６回 臨時会
第７回  定例会

 
議
会
定
例
会
を
全
て
無
断
欠
席
し
た

翌
月
以
後
の
議
員
報
酬
は
支
給
し
な
い

　

議
員
が
刑
事
事
件
の
被
告
人
等
で
身
体
の
拘

束
を
受
け
又
は
そ
れ
以
外
の
理
由
で
招
集
に
応
じ

ず
、
議
会
の
会
議
及
び
委
員
会
を
欠
席
し
、
本
来

の
議
会
活
動
を
果
た
さ
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該

議
員
の
議
員
報
酬
、
期
末
手
当
の
支
給
停
止
・
不

支
給
の
措
置
を
す
る
た
め
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

議
員
発
議

 

２
年
連
続
減
額
改
定

 　
　
　

12
月
期
末
手
当

０
・
２
カ
月
減
額

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
い
て
、
議

会
議
員
・
常
勤
の
特
別
職
職
員
の

12
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額

２
・
２
カ
月
を
２
・
０
カ
月
に
し
ま

し
た
。

　

ま
た
、
職
員
も
同
様
に
12
月
に

支
給
す
る
期
末
・
勤
勉
手
当
の
額

０
・
２
カ
月
を
減
額
し
ま
し
た
。

 
欠
席
問
題
等
調
査

特
別
委
員
会
を
設
置

　

第
７
回
議
会
定
例
会
の
初
日
に

戸
部
議
員
よ
り
「
欠
席
問
題
等
に

対
す
る
調
査
」
が
必
要
と
の
動
議

６月支給率 12月支給率 支給総計

平成 20年 2.15 2.35 4.50

平成 21 年 1.95 2.20 4.15

平成 22 年 1.95 2.00 3.95

期末・勤勉手当の推移
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が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
員
提
案
に
よ
り
、
欠
席
問

題
等
調
査
特
別
委
員
会
設
置
に

関
す
る
決
議
を
可
決
し
、
委
員

９
人
に
よ
る
特
別
委
員
会
を
設

置
し
ま
し
た
。

　

直
ち
に
特
別
委
員
会
を
開
き
、

委
員
長
に
戸
部
哲
哉
議
員
、
副

委
員
長
に
福
井
裕
子
議
員
を
選

出
し
ま
し
た
。

中
村
広
一
議
員
は

　

無
断
欠
席
と
確
認
し
、

　
　

平
成
23
年
１
月
か
ら

議
員
報
酬
を
停
止

　

第
７
回
議
会
定
例
会
で
、
欠

席
問
題
等
調
査
特
別
委
員
会
戸

部
哲
哉
委
員
長
か
ら
欠
席
問
題

等
に
関
す
る
事
務
調
査
の
経
過

報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
調
査
概

要
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

　

中
村
議
員
か
ら
送
付
さ
れ
た

欠
席
事
由
は
、
２
名
の
参
考
人

の
証
言
に
基
づ
き
検
証
し
た
結

果
、
内
容
に
信
憑
性
が
無
く
、

欠
席
届
と
し
て
受
理
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
と
判
断
を
し
ま
し
た
。

補
正
予
算

○一般会計補正予算（第３号）
　歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,898万円を追加し、51億8,298万円としました。

主な歳出補正
・給料、職員手当 △270万円
・北方南小学校用地購入費（518㎡） 1,704万円
・障害者自立支援給付（介護給付） 1,000万円
・重度心身障害者医療費助成金 1,609万円
・子ども手当 1,388万円
・日本脳炎予防接種委託料 723万円
・子宮頸がん予防接種委託料 378万円
・町内文化財整備状況調査事業委託料 399万円

子宮頸がん予防接種を予算化　　　

北方南小学校用地借地の一部を購入

○国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
　歳入歳出予算の総額にそれぞれ40万円を減額し、20億1,010万円としました。

歳出補正
・給料、職員手当等 △69万円
・徴収嘱託員報酬 29万円

人事院勧告による給料等の減額

○下水道事業特別会計補正予算（第３号）
　歳入歳出予算の総額にそれぞれ390万円を減額し、６億1,878万円としました。

歳出補正

・給料、職員手当等 △390万円

主な財源

・国庫支出金 1,292万円
・県支出金 1,302万円
・繰越金 4,918万円
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従
っ
て
当
委
員
会
は
、
９
月

定
例
会
、
12
月
定
例
会
に
お
い

て
、
中
村
議
員
を
無
断
欠
席
と

し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
確
認
し

ま
し
た
。

 

田
中
五
郎
議
員
に

総
務
大
臣
感
謝
状

　

永
き
に
わ
た
り
町
議
会
議
員

と
し
て
ご
活
躍
し
て
お
ら
れ
る

田
中
五
郎
議
員
に
対
し
て
10
月

15
日
総
務
大
臣
か
ら
感
謝
状
が

授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
町
議
会
議
員
と
し

て
35
年
以
上
在
職
し
地
方
自
治

の
振
興
発
展
へ
の
寄
与
と
住
民

福
祉
の
向
上
に
尽
く
さ
れ
た
功

績
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り

贈
呈
さ
れ
た
も
の
で
す
。

審　議　案　件 鈴木 安藤 廣瀬 中村 福井 立川 戸部 井野議長 日比 田中

第
６
回
臨
時
会

議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
の一部改正

○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― ○ ○

常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― ○ ○

職員の給与に関する条例等の一部改正 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― × ○

議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
の一部改正（議員提出）

○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― ○ ○

第
７
回
定
例
会

議会改革推進に関する事務調査について（委員長報告） ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― ○ ○

平成22年度一般会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― ○ ○

平成22年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― × ○

平成22年度下水道事業特別会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― × ○

欠席問題等調査特別委員会設置に関する決議（議員提出） ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― ○ ○

厚生都市常任委員会の閉会中の継続審査申し出について
（委員長報告）

○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― ○ ○

欠席問題等に関する事務調査について（委員長報告） ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ― ○ ○

議案の審議結果（○…賛成　×…反対　欠…欠席）

陳情３件を継続して調査をすることを決める

　第７回議会定例会で、厚生都市常任委員会田中五郎委員長から陳情に関する委員会
付託の経過報告がありました。
　下記の陳情３件は、国会で継続審査となっている「地域主権改革の推進を図るため
の関係法案」制度の中身を見極め調査するため、継続調査としました。

陳情件名　
・国への意見書提出を求める陳情書「国の責任による社会福祉施設の充実を求める意
見書」

・国への意見書提出を求める陳情書「社会福祉施設に係る最低基準の廃止を行わず、
抜本的に改善することを求める意見書」

・防災・生活関連事業予算の充実をはかり、住民の安心・安全を支える行政サービス
の充実を求める陳情書
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関
わ
っ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、

現
在
ま
で
で
介
護
放
棄
が
１
件
、

身
体
的
虐
待
が
９
件
で
す
。

危
険
が
迫
っ
て
い
る
人
の

保
護
先
は
。

答　
福
祉
健
康
課
長

　

保
護
先
と
し
て
老
人
福
祉
施

設
・
医
療
機
関
等
へ
の
入
院
な

ど
で
保
護
を
実
施
し
た
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
。

　

北
方
警
察
署
、
本
巣
消
防
署
、

医
療
機
関
、
介
護
保
険
施
設
の

協
力
で
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
住
民
へ
の
浸
透
力
は
万

全
か
。

答　
福
祉
健
康
課
長

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

の
相
談
は
増
え
て
い
ま
す
が
、

認
知
度
は
十
分
で
な
く
、
職
員

に
よ
る
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

相
談
・
保
護
を
行
う
24
時

間
対
応
は
ど
の
よ
う
に
遂

行
し
て
い
る
の
か
。

答　
福
祉
健
康
課
長

　

休
日
・
夜
間
の
対
応
は
、
役

場
当
直
か
ら
の
連
絡
で
対
応
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

今
年
10
月
か
ら
６
カ
月
間
の
和

光
会
へ
の
無
料
24
時
間
相
談
を

委
託
実
施
し
て
い
ま
す
。

一
般
住
民
が
支
え
る
「
住

民
の
輪
」
の
活
動
は
ど
の

様
に
な
っ
て
い
る
か
。

答　
福
祉
健
康
課
長

　
「
地
域
の
輪
」
を
作
る
た

め
、
一
般
の
方
を
対
象
と
す
る

研
修
を
来
年
度
開
催
予
定
で
す
。

認
知
症
家
族
会
な
ど
具
体

的
な
も
の
は
。

答　
福
祉
健
康
課
長

　

認
知
症
家
族
会
は
、
北
方
町

に
は
現
在
あ
り
ま
せ
ん
。

金
銭
を
搾
取
さ
れ
て
い
る

場
合
の
対
応
は
。

答　
福
祉
健
康
課
長

　

今
後
は
高
齢
者
虐
待
防
止
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
経
済
的
虐
待
も
含

め
た
対
応
が
で
き
る
体
制
を
構

築
し
て
い
き
ま
す
。

高
知
県
宿
毛
市
と
民
間
交

流
が
進
む
中
、
行
政
交
流

を
目
指
す
考
え
は
。

答　
町　

長

　

息
の
長
い
お
付
き
合
い
を
す

る
た
め
に
は
、
民
間
主
導
で
あ

る
こ
と
が
必
須
の
条
件
だ
と
思

い
ま
す
の
で
、
そ
の
応
援
・
お

手
伝
い
を
行
政
と
し
て
行
い
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
交
流
を
活
発
化
さ
せ
て

真
の
交
流
の
場
と
す
る
環
境
が

整
っ
た
段
階
で
、
宿
毛
市
訪
問

等
の
行
政
交
流
を
と
考
え
て
い

ま
す
。

町
に
お
け
る
認
知
症
高
齢

者
数
は
。

福
祉
健
康
課
長

　

日
常
生
活
自
立
度
Ⅲ
以
上
の

認
知
症
高
齢
者
数
は
１
２
２
人

で
す
。

＊
自
立
度
Ⅲ
と
は

　

日
常
生
活
に
支
障
を
来
た

す
よ
う
な
症
状
・
行
動
や
意
思

疎
通
の
困
難
さ
が
見
ら
れ
介
護

を
必
要
と
す
る
。

最
近
３
年
間
の
相
談
・
通

報
数
と
虐
待
が
認
め
ら
れ

た
事
例
は
。

福
祉
健
康
課
長

　

相
談
・
通
報
数
は
平
成
19
年

度
か
ら
21
年
度
ま
で
に
10
件
受

け
て
い
ま
す
。

安藤浩孝議員

答問２答

問４

問1 認
知
症
高
齢
者
虐
待
の
対
応
は

問７

問３

問

問６ 問5問8

未来タウン北方ふれあいまつり（Ｈ 22.11）
（宿毛市の物産を販売）
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ヒ
ブ
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

菌
ｂ
型
）
ワ
ク
チ
ン
予
防

接
種
及
び
小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ

ク
チ
ン
予
防
接
種
の
取
り
組
み
は
。

答　
福
祉
健
康
課
長

　

来
年
度
か
ら
実
施
の
方
向
で

考
え
て
お
り
、
国
の
制
度
の
概

要
が
分
か
り
次
第
、
詳
細
に
つ

い
て
検
討
し
ま
す
。

長
期
休
業
中
の
学
童
保
育

開
始
時
刻
を
早
め
ら
れ
な

い
か
。

答 

教
育
長

　

子
育
て
は
親
の
惜
し
み
な
い

愛
情
で
育
て
る
こ
と
が
大
切
で

す
が
、
働
く
親
さ
ん
が
安
心
し
て

仕
事
に
専
念
で
き
る
環
境
、
児

童
の
安
全
な
居
場
所
を
整
え
る
一

つ
の
あ
り
方
と
し
て
、
開
始
時
刻

（
現
在
午
前
８
時
45
分
）
を
早

め
ら
れ
る
よ
う
検
討
し
、
来
年

度
か
ら
実
施
す
る
予
定
で
す
。

各
種
検
診
受
診
率
の
目
標

は
。

答 

福
祉
健
康
課
長

　

特
定
健
診
の
実
施
目
標
は
、

北
方
町
特
定
健
診
等
実
施
計

画
に
お
い
て
、
平
成
20
年
度
の

40
％
に
始
ま
り
、
平
成
24
年
度

で
65
％
と
し
て
い
ま
す
。

　

各
種
が
ん
検
診
の
実
施
目
標

は
、
北
方
町
健
康
増
進
計
画
に

お
い
て
平
成
27
年
度
ま
で
の
達
成

目
標
と
し
て
20
％
と
し
て
い
ま
す
。

　

歯
周
疾
患
に
つ
い
て
は
50
％

と
し
て
い
ま
す
。

検
診
に
よ
る
国
保
税
へ
の

影
響
は
。

答 

住
民
保
険
課
長

　

検
診
に
よ
る
国
保
税
へ
の
具

体
的
な
医
療
費
削
減
額
は
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
癌
な
ど
は
早
期

発
見
で
か
な
り
の
医
療
費
が
削

減
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

糖
尿
病
な
ど
が
進
行
し
て

人
工
透
析
を
行
う
場
合
、
年

６
０
０
万
円
を
要
す
る
と
い
わ

れ
、
予
防
で
き
れ
ば
こ
の
全
額

の
医
療
費
を
削
減
で
き
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

生
活
習
慣
病
へ
の
対
応
が
早

い
ほ
ど
治
癒
に
対
す
る
負
担
を

軽
減
で
き
、
保
険
料
が
下
が
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

肺
が
ん
・
歯
周
疾
患
検
診

の
実
施
は
。

答 

福
祉
健
康
課
長

　

肺
が
ん
検
診
は
、
65
歳
以
上

の
方
は
結
核
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診

で
代
用
し
て
お
り
、
事
後
指
導

で
予
防
対
策
と
し
て
の
禁
煙
を

勧
奨
し
て
い
ま
す
。

　

歯
周
疾
患
検
診
は
、
町
で
の

実
施
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

町
内
の
歯
科
医
院
で
受
診
さ
れ

る
よ
う
勧
奨
し
て
い
ま
す
。

特
定
健
診
料
を
引
き
下
げ

て
は
。

答 
住
民
保
険
課
長

　

特
定
健
診
の
費
用
は
１
健
診

９
、５
０
２
円
で
個
人
負
担
額
は

１
、０
０
０
円
で
す
。
健
診
費
用

の
約
９
割
を
保
険
者
（
町
国
保

会
計
）
が
負
担
し
て
い
ま
す
。
個

人
負
担
の
１
、０
０
０
円
を
引
き

下
げ
た
場
合
、
国
保
の
保
険
税

を
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

子
育
て
支
援
に
つ
い
て

児
童
虐
待
の
対
応
は
。

答 

福
祉
健
康
課
長

　

必
要
に
応
じ
て
ケ
ー
ス
会
議

を
開
き
、
軽
度
の
場
合
は
町
福

祉
健
康
課
・
教
育
委
員
会
で
対

応
、
中
度
・
重
度
の
場
合
は
岐

阜
中
央
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー

に
送
致
、
北
方
警
察
署
生
活
安

全
課
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
在
宅
指
導
を
行

い
ま
す
が
、
一
時
保
護
・
施
設
措

置
と
い
っ
た
親
子
分
離
に
発
展
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

就
学
援
助
に
対
す
る
民
生

委
員
の
証
明
不
要
で
は
。

答 

教
育
課
長

　

既
に
今
年
度
か
ら
、
学
校
長

に
意
見
を
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。
場
合
に
よ
り
、

公
平
・
公
正
な
審
査
と
な
る
よ

日比玲子議員

各
種
が
ん
検
診
率
の
ア
ッ
プ
を
！

ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
・
小
児
用
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
取
り
組
み
は

問１

問

福井裕子議員

問2 問１

問３問４

問２

問
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う
民
生
委
員
の
方
の
意
見
を
伺

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

幼
児
医
療
通
院
費
無
料
化

の
対
象
を
中
学
校
卒
業
ま

で
に
で
き
な
い
か
。

答 

町　

長

　

子
育
て
支
援
は
お
金
を
撒
く

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
安
心
し

て
子
育
て
が
し
や
す
い
環
境
を

作
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

風
邪
を
ひ
い
て
医
者
に
か
か
っ
た

費
用
が
払
え
な
い
家
庭
は
生
活

保
護
と
い
う
制
度
で
、
と
思
い
ま

す
。
何
度
も
同
じ
質
問
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
歴
史
に
学
ぶ

こ
と
の
大
切
さ
、
財
政
問
題
に
も

言
及
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す

の
で
、
議
事
録
を
確
認
の
上
、
単

に
要
求
だ
け
す
る
の
で
は
な
く
、

政
策
仕
訳
を
し
て
提
案
を
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

町
長
の
兼
職（
行
政
書
士
）

は
今
後
も
続
け
ら
れ
る
の
か
。

答 

町　

長

　

行
政
書
士
と
の
兼
職
は
法
に

触
れ
る
も
の
で
な
く
、
町
長
の
職

務
を
疎
か
に
し
た
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
町
長
職
に
専

念
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

政
策
審
議
会
設
置
の
狙
い

と
委
員
の
責
務
は
。

答　
町　

長

　

町
長
就
任
時
、
国
の
三
位
一

体
改
革
に
よ
る
町
行
政
は
収
入

カ
ッ
ト
と
人
員
削
減
で
金
と
人

手
が
な
く
な
り
、一
方
、住
民
ニ
ー

ズ
は
多
様
化
傾
向
で
「
住
民
の

要
求
に
役
場
が
答
え
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
時
が
来
る
。」
と

思
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
住
民
の
意
識
を
「
観

客
民
主
主
義
」
か
ら
「
参
加
民

主
主
義
」
へ
と
改
革
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
思
い
、
公
募
に
よ
り

「
政
策
審
議
会
」
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。

　

委
員
の
責
務
は
、
北
方
町
政

策
審
議
会
設
置
要
綱
で
「
ま
ち

づ
く
り
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
政

策
の
提
言
」
な
ど
を
所
掌
す
る

と
し
て
い
ま
す
。

審
議
会
委
員
の
手
当
・
費

用
弁
償
は
。

答　
町　

長

　

今
年
度
の
審
議
会
開
催
回
数

は
７
回
で
、
手
当
は
出
席
に
応

じ
て
一
人
１
回
４
、０
０
０
円
を

費
用
弁
償
と
し
て
平
成
19
年
度

設
置
当
初
か
ら
支
払
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
視
察
研
修
先
と

し
て
、
犬
山
市
の
市
民
活
動
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
を

行
っ
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
訪

問
し
て
研
修
を
行
い
、
研
修
旅

費
１
、７
０
０
円
を
支
払
っ
て
い

ま
す
。審

議
会
委
員
の
任
期
は
。

答　
町　

長

　

委
員
の
任
期
は
２
年
間
で
、
２

年
毎
に
募
集
を
行
い
ま
し
た
。

　

第
１
回
目
に
は
広
く
募
集

し
た
と
こ
ろ
高
齢
者
の
方
が
多

く
、
２
回
目
は
年
代
ご
と
に
定

員
を
設
け
て
募
集
し
ま
し
た
。

田中五郎議員

４
年
間
の
審
議
会
の
成
果

と
実
現
さ
れ
た
事
例
は
。

答　
町　

長

　

実
現
事
例
と
し
て
は
、

・
百
年
河
川
公
園
の
再
整
備

・「
く
ら
し
の
カ
レ
ン
ダ
ー
」
へ

の
メ
デ
ィ
カ
ル
マ
ッ
プ
の
掲
載

が
あ
り
ま
す
。

　

委
員
の
方
た
ち
の
活
動
と
し
て
、

・
段
ボ
ー
ル
コ
ン
ポ
ス
ト
の
拡
大

運
動

・
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
プ
ラ
ン

タ
ー
と
花
の
設
置

・「
心
の
糧
」
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
の

誕
生

・「
北
方
の
歴
史
と
文
化
を
学
ぶ

会
」
の
結
成
と
冊
子
の
発
行

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

参
加
者
の
大
半
か
ら
は
「
参

加
し
て
よ
か
っ
た
」「
以
前
に
比
べ

行
政
が
身
近
に
な
り
関
心
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
」
と
ア
ン
ケ
ー

ト
に
寄
せ
ら
れ
、「
協
働
」
の
思

想
が
参
加
さ
れ
た
住
民
の
方
た

ち
の
中
に
芽
生
え
て
き
て
い
る
と

思
い
ま
し
た
。

問

今
後
も
政
策
審
議
会
を
継

続
さ
れ
る
の
か
。

答　
町　

長

　

私
の
目
的
と
し
て
、
住
民
参

加
の
「
草
の
根
民
主
主
義
」
を

こ
の
町
に
根
付
か
せ
る
こ
と
が
で

き
た
ら
、
住
民
自
ら
の
責
任
で

「
こ
の
町
を
良
く
し
て
行
こ
う
」

と
な
り
、
町
の
発
展
に
繋
が
る
こ

と
を
信
じ
て
続
け
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

政
策
審
議
会
設
置
の
目
的
は

問

問

問 問3

問

問

百年河川公園
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北
方
町
議
会
（
以
下
「
議
会
」

と
い
う
。）
は
、
地
方
自
治
の

本
旨
を
実
現
す
る
た
め
、
二

元
代
表
制
の
一
方
の
機
関
と

し
て
、
行
政
機
関
と
競
い
合
い

協
力
し
あ
い
な
が
ら
北
方
町
民

（
以
下
「
町
民
」
と
い
う
。）
の

意
思
を
町
政
に
的
確
に
反
映
さ

せ
、
北
方
町
と
し
て
の
最
良
の

意
思
決
定
を
導
く
責
任
を
負
っ

て
い
る
。

　

議
会
が
町
民
の
代
表
機
関

と
し
て
、
地
域
の
発
展
と
町
民

の
福
祉
の
向
上
の
た
め
に
果
た

す
べ
き
役
割
は
、
将
来
に
向
け

て
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い

る
。
特
に
、
地
方
分
権
の
時
代

を
迎
え
て
自
治
体
の
自
主
的
な

決
定
と
責
任
の
範
囲
が
拡
大
し

た
今
日
、
議
会
は
、
そ
の
持
て

る
権
能
を
十
分
に
駆
使
し
て
、

自
治
体
事
務
の
立
案
、
決
定
、

執
行
及
び
評
価
に
お
け
る
論

点
、
争
点
を
広
く
町
民
に
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
自
由
か
っ
達
な
討
議
を

通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
論
点
、
争

点
を
発
見
し
、
公
開
す
る
こ
と

は
討
論
の
広
場
で
あ
る
議
会
の

第
一
の
使
命
で
あ
り
、
こ
の
使

命
を
達
成
す
る
た
め
、
こ
れ
か

ら
の
議
会
の
活
動
、
体
制
の
あ

る
べ
き
姿
と
し
て
本
条
例
を
制

定
す
る
。

　

議
会
及
び
議
員
は
、
こ
の
条

例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

町
民
の
信
託
に
こ
た
え
、
存
在

感
の
あ
る
議
会
を
築
く
た
め
、

使
命
感
を
持
っ
て
職
務
に
取
り

組
み
、
活
力
あ
る
地
域
社
会
の

実
現
を
目
指
す
も
の
と
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
条
例
は
、
議
会

の
運
営
及
び
議
員
活
動
の
基
本

的
事
項
を
定
め
、
議
会
の
行
政

監
視
機
能
を
充
実
さ
せ
る
と
と

も
に
、
町
の
将
来
像
や
課
題
に

対
し
、
町
民
の
意
思
を
的
確
に

反
映
で
き
る
議
会
を
確
立
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
議
会
の
活
動
原
則
）

第
２
条　

議
会
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
原
則
に
基
づ
き
活
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
町
民
の
代
表
に
よ
り
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

常
に
自
覚
し
、
公
正
性
、

透
明
性
、
信
頼
性
を
重

視
し
、
町
民
の
参
加
を

基
本
と
す
る
開
か
れ
た

議
会
を
目
指
す
こ
と
。

⑵
会
議
の
運
営
に
つ
い
て
、

開
か
れ
た
議
会
の
実
現

に
向
け
常
に
見
直
し
を

図
る
こ
と
。

⑶
議
長
は
、
議
会
の
会
議
に

お
け
る
町
民
の
傍
聴
に

関
し
、
傍
聴
の
意
欲
を

高
め
る
議
会
運
営
に
努

め
る
こ
と
。

⑷
町
民
の
多
様
な
意
見
を

的
確
に
把
握
し
、
町
政

に
反
映
さ
せ
る
た
め
の

運
営
に
努
め
る
こ
と
。

⑸
町
民
に
と
っ
て
分
か
り

や
す
い
言
葉
を
使
っ
た

説
明
に
努
め
る
こ
と
。

第
１
章　

総　

則

第
２
章

議
会
及
び
議
員
の

活
動
原
則

議 会 基 本 条 例
　11 月５日開催した議会報告会で、議会基本条例を町民に配布してほしいとの要望
に応えるため、２回に分けて掲載することとしたものです。
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（
議
員
の
活
動
原
則
）

第
３
条　

議
員
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
原
則
に
基
づ
き
活
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
議
会
が
合
議
制
の
機
関

で
あ
る
こ
と
を
十
分
に

認
識
し
、
議
員
相
互
間
の

自
由
な
討
議
（
以
下
「
自

由
討
議
」
と
い
う
。）
を

重
ん
じ
る
こ
と
。

⑵
町
政
の
課
題
全
般
に
つ

い
て
、
町
民
の
意
見
を

的
確
に
把
握
す
る
と
と

も
に
、
自
己
の
能
力
を

高
め
る
不
断
の
研
さ
ん

に
よ
っ
て
、
町
民
の
代

表
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

活
動
を
す
る
こ
と
。

⑶
個
別
的
、
地
域
的
な
事

案
の
解
決
だ
け
で
な
く
、

町
民
全
体
の
福
祉
の
向

上
を
目
指
し
て
活
動
を

す
る
こ
と
。

（
町
民
参
加
及
び
町
民
と
の
連
携
）

第
４
条　

議
会
は
、
議
会
の
活

動
に
関
す
る
情
報
公
開
を
徹
底

す
る
と
と
も
に
、
町
民
に
対
す

る
説
明
責
任
を
十
分
に
果
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

議
会
は
、本
会
議
の
ほ
か
、

常
任
委
員
会
等
全
て
の
会

議
を
原
則
公
開
と
す
る
。

３　

議
会
は
、
常
任
委
員
会
又

は
特
別
委
員
会
等
の
運
営

に
あ
た
り
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第

１
０
９
条
第
５
項
に
規
定

す
る
公
聴
会
制
度
及
び
同

条
第
６
項
に
規
定
す
る
参

考
人
制
度
を
活
用
し
、
常
に

町
民
の
意
見
を
聴
く
機
会

を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

４　

議
会
は
、
請
願
及
び
陳
情

を
政
策
提
案
と
位
置
づ
け

る
と
と
も
に
、
そ
の
審
議
に

お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て

提
案
者
の
意
見
を
聴
く
機

会
を
設
け
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

５　

議
会
は
、
町
民
、
町
民
団

体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
の
意
見
交

換
の
場
を
多
様
に
設
け
て
、

議
会
及
び
議
員
の
政
策
能

力
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

政
策
提
案
の
拡
大
を
図
る

も
の
と
す
る
。

６　

議
会
は
、
重
要
な
議
案
に

対
す
る
各
議
員
の
態
度
を

議
会
広
報
で
公
表
す
る
と

と
も
に
、
議
員
の
活
動
に
対

し
て
町
民
の
評
価
が
的
確

に
な
さ
れ
る
よ
う
、
情
報
の

提
供
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

７　

議
会
は
、
前
６
項
の
規
定

に
関
す
る
実
効
性
を
高
め

る
方
策
と
し
て
、
全
議
員
の

出
席
の
も
と
に
町
民
に
対

す
る
議
会
報
告
会
を
少
な

く
と
も
年
１
回
開
催
し
て
、

議
会
の
説
明
責
任
を
果
た

す
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事

項
に
関
し
て
町
民
の
意
見

を
聴
取
し
て
議
会
運
営
の

改
善
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
質
疑
応
答
の
方
法
）

第
５
条　

本
会
議
に
お
け
る

議
員
と
町
長
及
び
関
係
職
員
等

（
以
下
「
町
長
等
」
と
い
う
。）

と
の
質
疑
応
答
は
、
論
点
又
は

争
点
を
明
確
に
す
る
た
め
、
一

問
一
答
方
式
で
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

２　

議
長
か
ら
の
求
め
に
よ
り

本
会
議
又
は
委
員
会
（
以
下

「
本
会
議
等
」
と
い
う
。）
に

出
席
し
た
町
長
等
は
、
本
会

議
等
に
お
け
る
議
員
の
質

問
に
対
し
議
長
又
は
委
員

長
の
許
可
を
得
て
反
問
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

議
員
は
、
会
期
中
又
は
閉

会
中
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長

の
許
可
を
得
て
町
長
に
対

し
て
文
書
質
問
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
町
長
に
文
書
に
よ

る
回
答
を
求
め
る
も
の
と

す
る
。

第
３
章

町
民
と
議
会
の
関
係

第
４
章

町
長
と
議
会
の
関
係
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（
重
要
政
策
等
の
説
明
資
料
）

第
６
条　

議
会
は
、
町
長
が
提

案
す
る
重
要
な
政
策
等
（
以
下

「
政
策
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い

て
、
審
議
の
水
準
を
高
め
る
観

点
か
ら
、
町
長
に
対
し
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説

明
資
料
の
提
出
を
求
め
る
も
の

と
す
る
。

⑴
政
策
等
の
発
生
源

⑵
検
討
し
た
他
の
政
策
案

等
の
内
容

⑶
他
の
自
治
体
の
類
似
す

る
政
策
と
の
比
較
検
討

⑷
総
合
計
画
に
お
け
る
位

置
づ
け

⑸
関
係
あ
る
法
令
及
び
条

例
等

⑹
政
策
等
の
実
施
に
か
か

わ
る
財
源
措
置

⑺
将
来
に
わ
た
る
政
策
等

の
コ
ス
ト
計
算

２　

議
会
は
、
前
項
の
政
策
等

を
審
議
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
立
案
及
び
執
行
に
お
け
る

論
点
又
は
争
点
を
明
ら
か
に
す

る
と
と
も
に
、
執
行
後
に
お
け

る
政
策
評
価
に
資
す
る
審
議
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
予
算
及
び
決
算
に
お
け
る
説

明
資
料
）

第
７
条　

議
会
は
、
予
算
及
び

決
算
の
審
議
に
あ
た
っ
て
は
、

前
条
の
規
定
に
準
じ
て
、
分
か

り
や
す
い
施
策
別
又
は
事
業
別

の
説
明
資
料
の
提
出
を
町
長
に

求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
任
意
的
議
決
事
項
）

第
８
条　

法
第
96
条
第
２
項
に

規
定
す
る
議
会
の
議
決
事
項
に

つ
い
て
は
、
代
表
機
関
で
あ
る

議
会
が
、
町
政
に
お
け
る
重
要

な
計
画
等
に
参
画
す
る
観
点
と
、

同
じ
く
代
表
機
関
で
あ
る
町
長

の
政
策
執
行
上
の
必
要
性
を
比

較
考
量
の
う
え
、
次
の
と
お
り

定
め
る
も
の
と
す
る
。

⑴
北
方
町
総
合
計
画

⑵
北
方
町
都
市
計
画
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン

⑶
北
方
町
老
人
福
祉
計
画

⑷
北
方
町
障
害
者
計
画

⑸
北
方
町
地
域
福
祉
計
画

（
自
由
討
議
に
よ
る
合
意
形
成
）

第
９
条　

議
会
は
、
議
員
間
の

討
論
を
主
に
し
て
い
る
こ
と
を

十
分
に
認
識
し
、
議
長
は
、
町

長
等
に
対
す
る
会
議
等
へ
の
出

席
要
請
を
必
要
最
小
限
に
と
ど

め
、
自
由
討
議
を
中
心
に
運
営

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

議
会
は
、
本
会
議
等
に
お

い
て
、
議
員
提
出
議
案
、
町

長
提
出
議
案
及
び
町
民
提

案
等
に
関
し
て
、
自
由
討
議

を
尽
く
し
て
合
意
形
成
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

議
員
は
、
前
項
の
自
由
討

議
に
基
づ
き
政
策
、
条
例
の

立
案
を
積
極
的
に
行
う
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
議
会
改
革
推
進
委
員
会
）

第
10
条　

議
会
は
、
議
会
改
革

に
継
続
的
に
取
り
組
む
た

め
、
議
員
で
構
成
す
る
議
会

改
革
推
進
委
員
会
を
設
置

す
る
。

２　

議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
議

会
改
革
推
進
委
員
会
に
、
学

識
経
験
を
有
す
る
者
を
構

成
員
と
し
て
加
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
交
流
及
び
連
携
の
推
進
）

第
11
条　

議
会
は
、
他
の
自
治

体
の
議
会
と
の
交
流
及
び

連
携
を
推
進
す
る
た
め
、
独

自
に
又
は
協
働
し
て
、
分
権

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
議
会

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
調

査
研
究
等
を
行
う
も
の
と

す
る
。

第
５
章

自
由
討
議
の
活
用

第
６
章

議
会
改
革
の
推
進
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Ｑ１　医療には急性期医療・慢性期医療があり、慢性期医療に対する対策を工夫してはどうか。

Ａ　　慢性期医療には、医療療養・介護療養があり、介護を受けるには、介護保険制度で要支援・
要介護１～５に認定された方です。

Ｑ２　北方西小を北方小に統合できないか。

Ａ　　北方小と北方西小を統合するには規模が大きくなり過ぎ、「北方小の教室が不足すること、
国は 35人学級の実現を目指すこと」で更に教室が不足することから、現状では北方西小
をなくすことは困難と考えられます。

Ｑ３　報告会で討論ができるようにしてほしい。

Ａ　　報告会は、説明責任を果たす場と町民に意見を聴く場と考えています。

Ｑ４　議会基本条例を町民に配布してほしい。

Ａ　　議会だよりに掲載します。町ホームページ「議会」の欄で見られます。

Ｑ５　子ども医療費無料化を中学校までに検討してはどうか。

Ａ　　議会の中でも意見の相違がありますので、今後、検討していきます。

見て！ 聴いて！ 話して！
　11 月５日、全
町民を対象に北方
町公民館で、議会
報告会を開催しま
した。
　議会では、議会
基本条例に基づき
町民に対する説明
責任を果たし、多
様な住民の意思・
意見を聴取する場
として、議員全員
による初めての議
会報告会に、多数
の出席をいただき
ありがとうござい
ました。

おもな意見・要望と議会の対応

＝ 初 の議会報告会を開催＝




